
岩手県告示第927号 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設立の認証の申請

があった。 

  平成25年12月24日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 申請のあった年月日 平成25年12月６日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 (１) 名称 特定非営利活動法人みやこラボ 

 (２) 代表者の氏名 金野侑 

 (３) 主たる事務所の所在地 岩手県宮古市山口三丁目16番16－11号 

３ 定款に記載された目的 この法人は、岩手県宮古地域等における地域再興において、地域の価値を繋ぎ組合せることによって

、文化な創造・発展及び創造的な地域づくりを担う心豊かな人材を育むこと等により、持続可能な地域社会に寄与することを目

的とする。 


		2013-12-17T11:16:20+0900
	Iwate prefecture




